
士 別 市 掲 示 嘱 託 第   号             

 

道 第 １ ３ － １ 号 様             － 法 第 ８ ５ 条 第 １ 項 申 請 －  

 

地 域 住 民 等 か ら の 意 見 聴 取 の た め の 概 要 を 公 告 し た こ と を 証 す る 書 面  

 

公   告  
 

こ の た び 士 別 市 の 一 部 を 受 益 地 域 と す る 土 地 改 良（ 中 士 別 第 ５ 地 区（ 区

画 整 理 ）） 事 業 を 道 営 土 地 改 良 事 業 と し て 施 行 す る こ と を 申 請 す る た め 、

土 地 改 良 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ９ ５ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ８ ５ 条

第 5 項 に お い て 準 用 す る 法 第 5 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ き 関 係 市 町 村 と 協

議 を し た い の で 、 法 第 ８ ５ 条 第 6 項 の 規 定 に よ り 公 告 し 、 関 係 書 類 を 縦

覧 し ま す 。  

ま た 、当 該 土 地 改 良 事 業 の 計 画 の 概 要 に 意 見 が あ る 者 は 、法 第 ８ ５ 条 第

7 項 の 規 定 に よ り 、 意 見 書 を 提 出 し て く だ さ い 。  

な お 、 縦 覧 及 び 意 見 書 の 提 出 方 法 等 に つ い て は 次 の と お り で す 。  

 

令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日  

 

申 請 人  士 別 市 中 士 別 町 五 線 東 １ ９ 番 地  嬉 内 一 博  

 

士 別 市 中 士 別 町 六 線 東 ２ ４ 番 地  前 川 悠 一  

 

士 別 市 中 士 別 町 五 線 東 １ ４ 番 地  益 子 祐 樹  

 士 別 市 南 町 東 四 区 ４ ３ ７ 番 地 ２ ３  

有 限 会 社 佐 久 間 農 場  

代 表 取 締 役  酒 井 直 樹  

 

士 別 市 武 徳 町 四 十 四 線 東 六 号  小 野 寺 豊  

 

士 別 市 武 徳 町 四 十 五 線 東 三 号  
木 村 イ ン ダ ス ト リ ー 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  木 村 哲 哉  

 

１ ． 縦 覧 に つ い て  

（ １ ） 関 係 書 類 の 名 称  

土 地 改 良 事 業 計 画 概 要 書  

（ ２ ） 縦 覧 期 間  

令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 か ら 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 ま で  

（ ３ ） 縦 覧 場 所  

士 別 市 の ウ ェ ブ サ イ ト  

 

２ ． 意 見 書 の 提 出 方 法 等 に つ い て  

（ １ ） 意 見 書 の 提 出 先  

   noushinka@city.shibetsu.lg.jp 

（ ２ ） 意 見 書 の 提 出 期 限  

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 （ 必 着 ）  

（ ３ ） 意 見 書 の 提 出 上 の 注 意  

ア  意 見 書 の 様 式 は 任 意 で す が 、 提 出 す る 意 見 書 は 日 本 語 に 限

り ま す 。意 見 書 に は 、個 人 に あ っ て は 住 所 及 び 氏 名 を 、法 人 に

あ っ て は 法 人 名 及 び 所 在 地 を 記 載 し て く だ さ い 。こ れ ら は 、必

要 に 応 じ 当 方 か ら 問 い 合 わ せ を さ せ て い た だ く 場 合 が あ る た

め 、 お 尋 ね す る も の で す 。  

イ  提 出 い た だ い た 意 見 は 、公 表 す る 場 合 が あ る と と も に 、当 該

意 見 に 対 し て 個 別 に は 回 答 は 致 し ま せ ん の で 、 あ ら か じ め 御

了 承 く だ さ い 。  

ウ  電 話 で の 意 見 は お 受 け で き ま せ ん 。  

エ  郵 送 で の 意 見 書 の 提 出 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 士 別 市 経 済 部  

農 業 振 興 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

２



1 目   的 5 （１）換地計画樹立の必要性

換
地 （２）換地計画樹立の基本方針
計 　　　ア　従前の土地の地積の基準　

画

2 （１）地域の所在 の

要 　　　イ　農用地集団の方法
地 （２）地域の現況 領

域 位置選択

の
所
在 　　　ウ　非農用地の換地方針
及

び

現 内陸性気候に属しているため、年較差が大きい。

況 かんがい期平均気温

最深積雪深 189.1

　　　エ　清算の方法 条件差差積清算方式

 （ ３ ）　土地改良法第５条第６項に規定する国有地等の編入承認に係る地積

道有地 計

ha

（４）換地処分の時期に関する特則

6

（３）地積及び受益戸数
地目 費

田 畑 その他 受益戸数 用
（ha） （ha） （ha） の 千円 千円 千円

現況 62.6 16.8 6.1 85.5 　 戸 概 　　　　　　本事業費 1,705,000 R9～

計画 59.2 12.8 13.5 85.5 6 算 区画整理 1,705,000 R15

現況

計画

現況 62.6 16.8 6.1 85.5

計画 59.2 12.8 13.5 85.5 7 （１）事業の効用

3 （１）事業計画内容
基 効 （２）事業効果額

本 効果項目
農業の持続的発展
に関する効果

計 （２）環境との調和への配慮 用 効果額（千円） 37,277

画 （３）事業負担の見通し

4

（１）事業の効用
工 　
事 （２）事業効果額

又 効果項目

は 効果額（千円）

管 （３）事業負担の見通し

理
の 8 （１）農業部門内における他の事業との関係及び調整方法
要 他
領 事 なし 10　その他

業  
と （２）農業部門外の事業との関係及び調整方法

の

関 なし

係

用水路
排水路

耕作道

用水路については、改良区及び下部組織で草刈
りを毎年１回実施する。
排水路については、下部組織で年１回草刈りを
実施する。
耕作道については、下部組織が目視により点検
し、農業機械の運行に支障がある場合は改良区
と下部組織が補修する。

　士別市中士別町は、道営土地改良事業により区画の大型化、土地改良施設（耕作道・用排水路）等の生産基盤の整備を図り
作業の効率化を目指しており、併せて分散した農用地の集団化を図るとしていることから、事業により改変される権利関係の
調整並びに農用地の集団化を図る上で換地計画の樹立が必要となる。　労働生産性の向上を図り、農村の環境条件を整備し、より生産性の高い営農体制を確立するために、区画整理工の対策を実施す

る。

区分
計

11月2日　から　4月17日根　雪　期　間 無霜期間

72.0 　整地工　　　　  A=72.0ha

   カ　営農状況

   キ　地域環境の概況

区画整理

換地区

事業種

転作主体で、小麦・大豆・てんさいなどが作付されている。
担い手農家による比較的な大規模な専業農家が多く、現況のほ場区画及び不整形地が農作業の効率を下
げ、農地集積にも支障をきたしている。

市道は550m間隔に設置され、道道士別滝の上線、天塩川及び防風林に囲まれた緩傾斜地である。

中士別第５

中士別第５

道第６号様式 中士別第５地区土地改良事業計画概要書

   オ　水利状況

平  均  気  温

平 均 降 水 量

16.3

北海道士別市中士別町

   イ　土　　質

造成又は改良

される施設の

管理方法等

管理方法

全体

施設名 管理団体名

　耕作道　36条　　L=4,714ｍ

　本事業により用排水施設等の整備、圃場の大区画化を行い、農地の利用集積を図ることにより経営コストを低減し、経営の安定
化及び農地の集団化を図る。

9　計画概要図
別図のとおり

区画整理

計　画 　排水路　24条　　L=8,694ｍ

工　事 　用水路　16条　　L=7,516ｍ

　増加所得償還率が38.5%で40%未満であることから、事業費の負担については問題ない。

主　要

　　　　　ha

事業種

　暗渠排水　　　　A=72.0ha

157ｃｍ1,132.7

受益面積 事業量及び事業内容

平均降水日数

5月17日　から　10月6日

１級河川天塩川を水源とし、士別川頭首工から取水し士別川幹線用水路を経由して本地区へかんがいし
ている。

6

国有地

千円

3,100,000

3,100,000

事業費

区画整理

市町村有地

ha ha

従前の所
有者

機能交換に係る土地
一般公有地

ha

特定用途用地

合計

0.1宅地 概ね従前どおり

固定畦畔該当なし

換地取得
その他

の位置の概略 予定者
換地の手法

地帯別、グループ 個人別換地の方法

別団地の設定 １戸当たりの目標団地数 区画畦畔の取り扱い

概ね2団地

   ウ　土　　壌

概ね従前の位置

種類
非農用地区域

面積

5.6

換地区

士別市の北東に位置する緩傾斜地である。

地区内全域が粘土層である

細粒灰色低地土、細粒褐色低地土

　換地交付の基準とする従前の土地の地積は、土地改良事業計画の決定の日の登記簿地積とする。
　ただし、上記の日から３か月以内に測量士、測量士補又は土地家屋調査士の測量した実測図及び隣接土地所有者の同意書を
添付して申出があった場合には、その申出のあった地積とする。

換地区

   エ　気　　象

   ア　地　　形

地元

降雨時の工事による河川への汚濁水流出防止のため、極力降雨時の施工を避けるなど、自然環境に配慮する。

1,007,500 387,500

1,007,500

てしおがわ土地改良区

その他効果（国産農
産物安定供給効果）

6,606

食料の安定供給の確
保に関する効果

農村の振興に関する
効果

132,803

387,500

　区画整理を行うことで、農作業の作業性を改善し、効率化を図る。また、総費用総便益比は1.17で1.0以上である。

工期
国

ha

道

負　担　区　分

ha




